
＜健康福祉部＞  

 

６ 健康福祉課 
 

（１）地方自治体に対する補助金等の交付に関する業務  

①  概要 

地方自治体に対する補助金等の交付に関する業務については、中国管内の県・市町

村等からの補助金等の交付申請書・実績報告書を審査し、交付決定等の事務を行って

います。 

 

② 実績等（平成２７年度） 

平成２７年度の交付決定の実績は以下のとおりです。 

ア 義務的経費 

交付要綱等名 交  付  目  的 交付先・交付実績 

結核医療費国庫

負担（補助）金

交付要綱 

都道府県、保健所を設置する政令市及び

特別区が行う結核患者に対する医療に要

する費用等の補助、並びに従業禁止・入院

勧告、入院措置を実施した患者に対する医

療に要する費用の一部を負担することに

より、結核の予防及び結核患者に対する適

正な医療の普及を図り、もって公共の福祉

の増進を図ることを目的とする。 

５県６市 

（県、地域保健法施行

令第１条に定める市

（指定都市、中核市、

呉市）） 

【 27年度交付額】 

負担金  

102,876,858円 

補助金  

9,370,115円 

原子爆弾被爆者

の健康診断等に

要する経費交付

要綱  

都道府県、広島市及び長崎市が行う原爆

被爆者の健康診断に要する経費を交付す

ることにより、被爆者の健康の保持及び向

上を図ることを目的とする。  

５県１市 

（県、広島市） 

【 27年度交付額】 

944,773,942円 

原爆被爆者手当

交付金交付要綱 

都道府県、広島市及び長崎市が行う医療

特別手当、特別手当、健康管理手当、保健

手当並びに原子爆弾小頭症手当の手当支

給事業に要する経費の全部を交付するこ

とにより、被爆者の受療の促進、健康の保

持促進を図ることを目的とする。 

５県１市 

（県、広島市） 

【 27年度交付額】 

39,099,354,170円 

 

原爆被爆者葬祭

料交付金交付要

綱  

都道府県、広島市及び長崎市が行う原爆

被爆者葬祭料支給事業に要する経費の全

部を交付することにより、被爆者の精神的

不安を和らげることを目的とする。 

５県１市 

（県、広島市） 

【 27年度交付額】 

904,624,222円 

児童扶養手当給

付費国庫負担金

交付要綱 

都道府県知事等が行う児童扶養手当の

支給に要する費用の一部を負担すること

により、経済的支柱である父又は母と生計

を同じくしていない児童が育成される家

庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、も

って児童の福祉の増進を図ることを目的

とする。 

３県９１市町村 

（県、市及び福祉事務

所を設置する町村） 

【 27年度交付額】 

9,939,279,646円 

特別児童扶養手

当事務取扱交付

金交付要綱 

都道府県知事等が、特別児童扶養手当等

の支給に関する法律に基づいて特別児童

扶養手当の支給事務を行うための経費を

交付する。 

５県１０７市町村 

（県、市町村） 

【 27年度交付額】 

68,882,092円 
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交付要綱等名 交  付  目  的 交付先・交付実績 

特別障害者手当

等給付費国庫負

担金交付要綱 

都道府県等が行う特別障害者手当、障害

児福祉手当等の支給に要する費用の一部

を負担することにより、精神又は身体に重

度の障害を有する者の福祉の増進を図る。 

３県９０市町村 

（県、市及び福祉事務

所を設置する町村） 

【 27年度交付額】 

2,558,298,936円 

婦人保護費国庫

負担金及び国庫

補助金交付要綱 

売春防止法に基づき要保護女子につい

てその転落の未然防止と保護更生を図る

こと及び配偶者暴力防止法に基づき配偶

者からの暴力被害者である女性の保護等

を目的とする。 

５県  

（県）  

【 27年度交付額】 

113,293,255円 

児童入所施設措

置費等国庫負担

金交付要綱 

児童福祉法第２７条第１項第３号によ

る施設等への入所又は委託、第２２条によ

る助産の実施、第２３条による母子保護の

実施に係る費用の一部を負担することに

より、同法第４５条の最低基準の維持を図

る。  

５県７５市町村 

（県、市及び福祉事務

所を設置する町村） 

【 27年度交付額】 

6,927,166,738円 

    ＊保育所運営費交付金は、平成 27年度より内閣府に移管されています。  

 

イ 施設整備 

交付要綱等名 交  付  目  的 交付先・交付実績 

保健衛生施設等

施設・設備整備

費国庫補助金交

付要綱  

感染症指定医療機関、精神科病院等の施

設及び設備を整備し、地域住民の健康増進

並びに疾病予防及び治療を行い、もって公

衆衛生の向上に寄与することを目的とす

る。  

５県、６市、１８法人

（県、市町村等） 

【 27年度交付額】 

359,832,000円 

 

地域介護・福祉

空間整備等施設

整備交付金及び

地域介護・福祉

空間整備推進交

付金交付要綱 

地域における公的介護施設等の計画的

な整備等の促進に関する法律に基づき、市

町村が作成した各種整備計画の事業等の

実施に要する経費を交付することにより、

地域における公的介護施設等の施設等整

備事業を推進することを目的とする。 

２８市町 

（市町村） 

【 27年度交付額】 

439,929,000円 

次世代育成支援

対策施設整備交

付金交付要綱 

次世代育成支援対策推進法の規定に基

づき、児童福祉施設等の整備に要する経費

の一部を交付することにより、次世代育成

支援対策を推進することを目的とする。 

２県４市３町 

（県、市町村） 

【 27年度交付額】 

358,079,000円 

社会福祉施設等

施設整備費国庫

補助金交付要綱 

福祉各法等の規定に基づき、地方公共団

体等が整備する施設整備等に要する費用

の一部を負担（補助）することにより、施

設入所者等の福祉の向上を図ることを目

的とする。 

５県４市 

(県・指定都市及び中核

市）  

【 27年度交付額】 

1,360,333,000円 

保育所等整備交

付金交付要綱 

児童福祉法の規定に基づき、市町村が整

備する保育所等の整備に要する経費の一

部を交付することにより、保育所等待機児

童の解消等を図ることを目的とする。 

１２市町 

(市町村 ) 

【 27年度交付額】 

1,768,568,000円 

    ＊保育所等整備交付金は、平成 27年度に厚生労働省に創設されました。  

 

（２）財産処分に関する業務 

① 概要 

補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産を処分する場合（補助金

等の交付の目的に反して使用する、譲渡する、交換する、貸し付ける、担保に供する、
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取り壊すことなどをいいます。）は、厚生労働大臣の承認が必要となります。中国管

内の県等から提出された財産処分承認申請書の内容を審査し、承認手続きを行ってい

ます。 

 

② 実績（平成２７年度） 

・財産処分の承認（転用、取り壊しなど）････････････ ２２件 

・財産処分報告書の受理（包括承認事項（※）） ････ ５９件 

 ※包括承認事項  

   経過年数が 10年以上の場合や構造上危険な状態にある施設等の取壊しをする場合など  

 

（３）指定医療機関に関する業務 

① 生活保護法に基づく指定医療機関及び指定介護機関 

ア 概要 

生活保護法に基づく指定医療機関及び指定介護機関（国の開設したもの（独立行 

政法人国立病院機構、国立大学法人附属病院及び逓信病院等）に限る。）について、 

中国管内の医療機関から申請書等を受理・審査し、指定医療機関の指定等（指定、

取消、廃止、変更）を行っています。 

＊原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定医療機関、母子保健法に基づく指定  

養育医療機関、児童福祉法に基づく指定療育機関、戦傷病者特別援護法に基づく指定医療機  

関の指定等事務は、平成２７年４月に都道府県に権限が移譲されました。  

 

イ 実績（平成２７年度） 

○生活保護法に基づく指定医療機関及び指定介護機関  

（所管する医療機関数   ４８機関） 

・指定医療機関指定 ･･････････  ０件 

・指定の辞退届 ･･････････････  ０件 

・開設者等の変更届 ･･････････  ６件 

 

② 特定感染症指定医療機関 

特定感染症指定医療機関の費用負担を適正なものとするため、指定医療機関への報

告請求及び検査に係る業務を行っています。 

なお、中国四国厚生局では、該当する医療機関はありません。 

 

（４）病原体等所持に関する業務 

① 概要 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において、病原性を有し、

国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある感染症の病原体等の所持、輸入、基

準の遵守等の規制が設けられ、届出等の管理体制の確立を行うこととされています。 

中国四国厚生局では、中国四国管内の三種病原体等の所持又は輸入の届出に関する

業務、三種及び四種病原体等所持に関する管理監督業務を行っています。 
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② 実績（平成２７年度） 

所管する三種病原体等所持機関数 １１施設（平成２８年３月末現在） 

・所持届出の受理 ････････････  １件 

・所持変更届の受理 ･･････････  ６件 

・輸入届けの受理 ････････････  ０件 

・立入検査 ･･････････････････  ４施設 

 

（５）児童扶養手当の支給事務に関する指導監査  

① 概要 

児童扶養手当とは、児童扶養手当法に基づき、母子家庭の生活の安定と自立を促進

するためのものであり、都道府県及び市町村が支給事務を行っています。 

中国四国厚生局では、中国四国管内の都道府県及び市町村に対し、その支給事務の

円滑な実施の確保を目的に指導監査を実施しています。指導監査に当たっては、事前

提出資料を精査した上で、市等へ出向き、関係者からヒアリングを行い、必要な是正

又は改善に向けた技術的な助言を行っています。 

 

② 実績（平成２７年度） 

・実施状況 ･･････････ ３県１７市町 

 

（６）生活保護法の施行事務に関する指導監査  

① 概要 

地方自治体が行う生活保護法施行事務のうち、生活保護の医療扶助の適正実施の観

点から、自立支援医療（人工透析療法）の優先適用に係る監査、向精神薬に関する重

複処方状況の確認監査を、生活保護法第２３条の規定に基づき実施するものです。 

指導監査の対象は、中国四国厚生局管内の県、政令指定都市、中核市であり、県市

へ出向き実地に指導を行っています。 

 

② 実績（平成２７年度） 

・実施状況 ･･････････ ９県８市 

 

（７）保護施設に対する指導監査 

① 概要 

保護施設とは、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困

難な要保護者を入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設です。この保護施設

の適正な運営の確保を図ることを目的として、生活保護法の規定に基づき指導監査を

実施しています。 

指導監査の対象は、中国四国厚生局管内の県、政令指定都市、中核市が設置する保

護施設（管内には２施設）であり、施設に出向き実地に指導しています。 
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② 実績（平成２７年度） 

・実施状況 ･･････････ １施設（対象施設２施設のうち１施設） 

 

（８）民生委員・児童委員に関する業務 

① 概要 

民生委員は、民生委員法の規定に基づき、都道府県知事等からの推薦により厚生労

働大臣が委嘱した者で、社会福祉の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応

じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努めることを責務とする特別職

の地方公務員です。地域住民の身近な相談相手であり、誰もが安心して生活できる地

域づくりのため、訪問や地域福祉活動、相談・支援など行政や地域の関係機関と連携

して活動を行っています。 

また、民生委員は児童福祉法の規定により児童委員を兼務し、児童及び妊産婦の福

祉の増進に努めることとされています。なお、関係機関や児童委員との連絡調整や児

童委員の活動に対する援助や協力を行う者として、児童委員の中から主任児童委員が

指名されています。 

中国四国厚生局では、中国管内における民生委員・児童委員の委嘱・解嘱、主任児

童委員の指名のほか、民生委員・児童委員として活動された方々に対する厚生労働大

臣表彰や感謝状の授与に関する業務を行っています。 

 

② 実績（平成２７年度） 

  ・管内の民生委員・児童委員数   １７，８２４名（平成２８年３月末現在） 

      うち主任児童委員数    １，８７９名 

（単位：名）    

  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 

委員数 1,673 2,249 2,347 3,114 3,037 

うち主任児童委員  209 263 283 251 323 

   

  広島市 岡山市 倉敷市 福山市 下関市 

委員数 1,899 1,186 761 876 682 

うち主任児童委員  192 148 88 68 54 

 

（委嘱等の状況） 

・委嘱 ･･････････････････････････････････････････    ２７９名 

・解嘱 ･･････････････････････････････････････････    ２２５名 

・主任児童委員の指名 ････････････････････････････     ３７名 

・厚生労働大臣感謝状授与 ････････････････････････    １０１名 

・厚生労働大臣表彰及び特別表彰 ･･････････････････ ４３名＋４団体 

              （大臣表彰：３３名、特別表彰：１０名） 
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（９）その他 

エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）及び地球温暖化対策の推進に

関する法律（温対法）に基づく報告書の受理等に関する業務を行っており、平成２７

年度は、省エネ法１２４件、温対法９件の報告書を受理しました。 

また、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサ

イクル法）に基づく報告徴収・立入検査等に関する業務、クリーニング業法に基づく

指定試験機関の指定等に関する業務、児童福祉法による緊急時の事務執行に関する業

務、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律に基づく整備

計画の認定の業務等を行っていますが、平成２７年度における業務実績はありません

でした。 

 

（１０）地方分権一括法による都道府県等への権限移譲  

地方分権第４次一括法により、平成２７年４月から以下の各種の事務権限（※）が

都道府県等に移譲されています。 

・各種指定医療機関に関する業務（生活保護法に基づく指定医療機関及び指定介護 

機関を除く） 

   ・精神保健指定医に関する業務 

   ・中小企業等共同組合に関する業務 

・生活衛生共同組合に関する業務 

・消費生活協同組合の許認可等に関する業務 

・消費生活協同組合に対する指導 

・特別弔慰金国庫債権等に関する業務 

 

（１１）各種養成（所）施設等の指定･登録及び指導監督等 

① 概要 

中国四国厚生局では、国家試験の受験資格を付与する生活衛生分野、福祉分野の養

成施設、養成所、養成機関の指定・登録、指定の取消、変更の承認、各種届出・報告

書の受理及び指導監督等を行っています。 

中国管内に所在する養成(所)施設等は、次の10種類(科目確認大学等を含む。)です。 

 

  （中国四国厚生局が指定等事務を行う養成施設等） 

   ・はり師・きゅう師養成施設     ・介護福祉士養成施設        

   ・栄養士養成施設          ・実務者養成施設（介護福祉士）（注１） 

   ・管理栄養士養成施設        ・福祉系高等学校等（介護福祉士） 

   ・指定保育士養成施設（注２）    ・精神保健福祉士養成施設 

・社会福祉士養成施設        ・科目確認大学等（社会福祉士） 

（注１）「実務者養成施設（介護福祉士）」は、介護福祉士の養成に係る制度改正により、実

務経験者の国家試験の受験には３年の実務経験に加えて実務者研修の修了が必要です。  

（注２）平成２８年３月３１日に指定保育士養成施設の指定等の事務権限が都道府県に移譲さ

れました。  
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（平成２７年４月に都道府県に権限が移譲された養成施設等）  

 ・救急救命士養成所     ・保健師養成所（統合カリキュラムを含む）  

 ・理学療法士養成施設    ・助産師養成所（統合カリキュラムを含む）  

 ・作業療法士養成施設    ・看護師養成所  

 ・視能訓練士養成所     ・調理師養成施設  

 ・臨床工学技士養成所    ・理容師養成施設  

 ・言語聴覚士養成所     ・美容師養成施設  

 ・柔道整復師養成施設    ・製菓衛生師養成施設  

 ・歯科衛生士養成所     ・食品衛生管理者養成施設及び食品衛生監視員養成施設         

 ・歯科技工士養成所     ・社会福祉主事養成機関   

 

 

② 指定等の状況 

ア 中国四国厚生局が所管する養成施設数及び課程数等（中国管内） 

（平成２８年３月末現在：１２０施設１２６課程） 

（注１）平成２８年３月末をもって指定を取消した養成施設、平成２８年３月末までで施設  

を廃止し、その後廃止届を提出予定の養成施設は含みません。  

（注２）上記表の栄養士養成施設は、管理栄養士養成施設である施設を除いて整理していま  

す。  

 

イ 新規指定件数（平成２７年度：３課程） 

 ・指定保育士養成施設   ３課程 

 

   （平成２７年度新規指定の状況） 

  （注）平成２８年４月１日から開設する養成施設を指定したものです。  

 

 

施設の種類  施設数  課程数  

はり師・きゅう師養成施設  

栄養士養成施設 

管理栄養士養成施設 

指定保育士養成施設 

社会福祉士養成施設 

介護福祉士養成施設 

福祉系高等学校等（介護）  

実務者養成施設（介護福祉士） 

科目認定大学等 

０  

１２  

１６  

４９  

０  

１３  

１０  

０  

２０  

０  

１５  

１６  

５２  

０  

１３  

１０  

０  

２０  

 

施設の種類  施  設  名  所在地  課程  入学定員  

指定保育士養成施設 
トリニティカレッジ 
 出雲医療福祉専門学校  

島根県  
出雲市  

昼間  

２年  
５０名  

指定保育士養成施設 広島修道大学 広島県  

広島市  

昼間  

４年  
５０名  

指定保育士養成施設 出雲コアカレッジ 
島根県  
出雲市  

昼間  
２年  ４５名  
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ウ 指定取消件数（平成２７年度：２課程） 

 ・介護福祉士養成施設（特例高校）  １ 

 ・社会福祉士（科目認可大学等）   １ 

（注）設置者からの申請により、養成施設の指定を取消したものです。  

 

（平成２７年度指定取消の状況） 

 

エ 内容変更承認数、変更届の受理数 

（平成２７年度：変更承認３５件、変更届の受理８４件） 

③ 定期指導調査 

定期指導調査は、養成施設等の適切な運営に資するため、各養成施設等において指

定及び登録基準等に係る関係法令等の遵守状況を確認し必要な指導を行っており、平

成２７年度は、７施設に対して定期指導調査を行っています。 

その他、新規指定に伴う実地調査に２施設、ヒアリングを１施設に行っています。 

 

（１２）各種講習会の登録等業務 

① 介護技術講習会の届出の内容確認業務 

介護技術講習会は、介護福祉士試験の受験者を対象に実施し、この介護技術講習会

を修了した者には実技試験が免除されることになります。 

中国四国厚生局では、中国管内における当講習会を実施する施設からの届出書等を

受理し、その内容を確認し適宜指導を行っています。 

・平成２７年度届出の実績 ･･････ ２０施設 

 

 

 

施設の種類  施  設  名  所在地  課程  入学定員  

介護福祉士養成施設 

（特例高校） 
黒瀬高等学校 

広島県  

東広島市 
昼間  ４０名  

社会福祉士（科目確認大学等） 
東亜大学人間科学部 

人間社会学科  社会福祉コース  

山口県  

下関市  
昼間  ２０名  

施設の種類  承認件数 受理件数 

はり師・きゅう師養成施設   

栄養士養成施設  

管理栄養士養成施設  

指定保育士養成施設  

社会福祉士養成施設  

介護福祉士養成施設  

実務者養成施設（介護福祉士）  

福祉系高等学校等（介護）  

精神保健福祉士養成施設  

科目認可大学等（社会福祉士）  

 

１  

９  

５  

１５  

０  

２  

０  

３  

０  

０  

 

０  

０  

１  

１０  

０  

２５  

０  

１７  

０  

３１  
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② 実務者研修教員講習会､医療的ケア教員講習会の届出の内容確認業務 

実務者養成施設における教務に関する主任者、介護福祉士養成施設、福祉系高等学

校又は実務者養成施設において医療的ケアを担当する教員は、厚生労働大臣が定める

基準を満たす講習会の受講が必要な場合があり、当該講習会を実施しようとする者は

あらかじめ厚生労働大臣に届け出ることとなっています。 

中国四国厚生局では、中国管内における当講習会の届出書を受理し、その内容を確

認し適宜指導を行っています。 

・平成２７年度実務者研修教員講習会の届出受理の実績 ･･････ ７施設 

・平成２７年度医療的ケア教員講習会の届出受理の実績 ･･････１１施設 

 

③ 社会福祉士実習指導者講習会､介護福祉士実習指導者講習会の届出の内容確認業務 

社会福祉士養成施設、介護福祉士養成施設、福祉系高等学校又は福祉系大学におけ

る実習施設の実習指導者は、厚生労働大臣が定める基準を満たす実習指導者講習会の

受講が必要な場合があり、当該講習会を実施しようとする者はあらかじめ厚生労働大

臣に届け出ることとなっています。 

中国四国厚生局では、中国管内における当講習会の届出書を受理し、その内容を確

認し適宜指導を行っています。 

・平成２７年度社会福祉士実習指導者講習会の届出の実績 ･･････ １施設 

・平成２７年度介護福祉士実習指導者講習会の届出の実績 ･･････ １施設 

 

④ その他 

  実務者養成施設においては、地域の団体等で実施されている研修であって、一定の 

内容・質が担保されているものを修了した場合は、相当する科目について実務者養成 

施設で履修したものとみなす「修了認定」が可能であり、認定の対象となる研修を実 

施しようとする者は、あらかじめ実施者の主たる事務所の所在地の厚生（支）局にそ 

の研修内容を届け出ることとなっています。 

  また、社会福祉士養成施設、介護福祉士養成施設又は福祉系大学における専任教員 

等は、厚生労働大臣が定める基準を満たす教員講習会の受講が必要な場合あり、社会 

福祉士実習演習担当教員講習会、介護教員講習会を実施しようとする者は、同様に厚 

生（支）局に届け出ることとなっています。 

  これら業務は、平成２７年度の実績はありませんでした。 
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